
減

価

償

却

資

産

の

耐

用

年

数

等

に

関

す

る

省

令

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
一
般
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
）

（
一
般
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
）

第
一
条

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定

第
一
条

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定

義
）
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義

義
）
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義

）
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
「
減
価
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業

）
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
「
減
価
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業

権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取
す
る
権
利
（
貯
留
権
及
び

権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取
す
る
権
利
（
二
酸
化
炭
素

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第

の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
（
定
義

八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権
を
除
く
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含

）
に
規
定
す
る
試
掘
権
を
除
く
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同

む
。
以
下
同
じ
。
）
、
坑
道
、
貯
留
権
（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第

じ
。
）
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
試
掘

二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
試
掘
権
を
含
む
。
第
三
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

権
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
以
外
の

公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
以
外
の
も
の
の
耐
用

も
の
の
耐
用
年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
定
め
る

表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
八
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
に
掲

三

所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
八
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
に
掲

げ
る
資
産
（
鉱
業
権
、
貯
留
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水

げ
る
資
産
（
鉱
業
権
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に

面
施
設
運
営
権
を
除
く
。
）

別
表
第
三
（
無
形
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
表
）

規
定
す
る
試
掘
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営

権
を
除
く
。
）

別
表
第
三
（
無
形
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
表
）

四

省

略

四

同

上

２

鉱
業
権
、
坑
道
、
貯
留
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施

２

鉱
業
権
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
試

設
運
営
権
の
耐
用
年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

掘
権
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
耐

め
る
年
数
と
す
る
。

用
年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数
と
す

る
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

五

貯
留
権
（
第
二
号
に
掲
げ
る
資
産
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
貯
留
権

に
係
る
貯
留
区
域
の
注
入
予
定
数
量
を
、
当
該
貯
留
区
域
の
最
近
に
お
け
る
年
間
注

入
数
量
そ
の
他
当
該
貯
留
区
域
に
属
す
る
設
備
の
注
入
能
力
等
に
照
ら
し
適
正
に
推

計
さ
れ
る
年
間
注
入
数
量
で
除
し
て
計
算
し
た
数
を
基
礎
と
し
て
納
税
地
の
所
轄
税

務
署
長
の
認
定
し
た
年
数

六
～
八

省

略

五
～
七

同

上

1



３

前
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
年
に

３

前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
年
に

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

４

第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
又

４

第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
又
は
法
人

は
法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い

（
人
格
の
な
い
社
団
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等

社
団
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲

を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一

省

略

一

同

上

二

申
請
に
係
る
採
掘
権
等
（
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

二

申
請
に
係
る
採
掘
権
等
（
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産

る
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
第
一
項
（
中
古
資
産
の
耐
用
年
数
等
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
鉱
区
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
区

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
鉱
区
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
又
は
貯
留
区
域
（
次

域
（
次
号
に
お
い
て
「
鉱
区
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地

号
に
お
い
て
「
鉱
区
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地

三

申
請
に
係
る
採
掘
権
等
の
鉱
区
等
の
採
掘
予
定
数
量
、
最
近
に
お
け
る
年
間
採
掘

三

申
請
に
係
る
採
掘
権
等
の
鉱
区
等
の
採
掘
予
定
数
量
、
最
近
に
お
け
る
年
間
採
掘

数
量
、
当
該
鉱
区
等
に
属
す
る
設
備
の
採
掘
能
力
及
び
当
該
鉱
区
等
に
お
い
て
採
掘

数
量
、
当
該
鉱
区
等
に
属
す
る
設
備
の
採
掘
能
力
及
び
当
該
鉱
区
等
に
お
い
て
採
掘

に
従
事
す
る
人
員
の
数
（
当
該
採
掘
権
等
が
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産
で
あ
る

に
従
事
す
る
人
員
の
数

場
合
に
は
、
当
該
資
産
の
貯
留
区
域
の
注
入
予
定
数
量
、
最
近
に
お
け
る
年
間
注
入

数
量
及
び
当
該
貯
留
区
域
に
属
す
る
設
備
の
注
入
能
力
）

四
・
五

省

略

四
・
五

同

上

５

省

略

５

同

上

６

税
務
署
長
は
、
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
認
定
を
し
た
後
、

６

税
務
署
長
は
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
認
定
を
し
た
後
、
そ
の
認

そ
の
認
定
に
係
る
年
数
に
よ
り
、
そ
の
認
定
に
係
る
採
掘
権
等
の
所
得
税
法
第
四
十
九

定
に
係
る
年
数
に
よ
り
、
そ
の
認
定
に
係
る
採
掘
権
等
の
所
得
税
法
第
四
十
九
条
第
一

条
第
一
項
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
よ

項
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
よ
る
償
却

る
償
却
費
の
額
（
第
八
項
に
お
い
て
「
償
却
費
の
額
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
税
法
第

費
の
額
（
第
八
項
に
お
い
て
「
償
却
費
の
額
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
税
法
第
三
十
一

三
十
一
条
第
一
項
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規

条
第
一
項
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
費
の
計
算
及
び
そ
の
償
却
の
方
法
）
の
規
定
に
よ

定
に
よ
る
償
却
費
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
す
る
金
額
の
限
度
額
（
第
八
項
に
お
い
て

る
償
却
費
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
す
る
金
額
の
限
度
額
（
第
八
項
に
お
い
て
「
償
却

「
償
却
限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
計
算
を
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
す
る
特
別
の
事
由
が

限
度
額
」
と
い
う
。
）
の
計
算
を
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
す
る
特
別
の
事
由
が
生
じ
た

生
じ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
数
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
・
８

省

略

７
・
８

同

上

（
中
古
資
産
の
耐
用
年
数
等
）

（
中
古
資
産
の
耐
用
年
数
等
）

第
三
条

個
人
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
又
は
法
人
に
お
い
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
所
得

第
三
条

個
人
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
又
は
法
人
に
お
い
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
た
所
得

税
法
施
行
令
第
六
条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三

税
法
施
行
令
第
六
条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三

条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
資
産
（
こ
れ
ら
の
資
産
の
う
ち
採
掘
権

条
各
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
資
産
（
こ
れ
ら
の
資
産
の
う
ち
試
掘
権

2



等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号

以
外
の
鉱
業
権
及
び
坑
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
（
法
人

の
八
（
定
義
）
に
規
定
す
る
適
格
合
併
又
は
同
条
第
十
二
号
の
十
二
に
規
定
す
る
適
格

税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
八
（
定
義
）
に
規
定
す
る
適
格
合
併
又
は
同
条
第
十
二
号
の

分
割
型
分
割
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
分
割
型
分
割
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
同

十
二
に
規
定
す
る
適
格
分
割
型
分
割
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
分
割
型
分
割
」

条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
又
は
同
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
分
割
法

と
い
う
。
）
に
よ
る
同
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
又
は
同
条
第
十
二
号
の

人
か
ら
の
引
継
ぎ
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
合
併
等
に
よ
る
引
継
ぎ
」
と
い
う

二
に
規
定
す
る
分
割
法
人
か
ら
の
引
継
ぎ
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
格
合
併
等
に

。
）
を
含
む
。
）
を
し
て
こ
れ
を
個
人
の
業
務
又
は
法
人
の
事
業
の
用
に
供
し
た
場
合

よ
る
引
継
ぎ
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
し
て
こ
れ
を
個
人
の
業
務
又
は
法
人
の
事

に
お
け
る
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産
の
耐
用
年
数
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か

年
数
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
産
を
個
人
の
業
務
又
は
法
人
の
事
業

わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
年
数
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
資
産
を
個
人
の

の
用
に
供
す
る
た
め
に
当
該
資
産
に
つ
い
て
支
出
し
た
所
得
税
法
施
行
令
第
百
八
十
一

業
務
又
は
法
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
当
該
資
産
に
つ
い
て
支
出
し
た
所
得
税

条
（
資
本
的
支
出
）
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
百
三
十
二
条
（
資
本
的
支
出
）
に
規
定

法
施
行
令
第
百
八
十
一
条
（
資
本
的
支
出
）
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
百
三
十
二
条
（

す
る
金
額
が
当
該
資
産
の
取
得
価
額
（
適
格
合
併
等
に
よ
る
引
継
ぎ
の
場
合
に
あ
つ
て

資
本
的
支
出
）
に
規
定
す
る
金
額
が
当
該
資
産
の
取
得
価
額
（
適
格
合
併
等
に
よ
る
引

は
、
同
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
（
適
格
合
併
及
び
適
格
分
割
型
分
割
に
よ
る
資
産

継
ぎ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
（
適
格
合
併
及
び
適
格
分

等
の
帳
簿
価
額
に
よ
る
引
継
ぎ
）
に
規
定
す
る
時
又
は
適
格
分
割
型
分
割
の
直
前
の
帳

割
型
分
割
に
よ
る
資
産
等
の
帳
簿
価
額
に
よ
る
引
継
ぎ
）
に
規
定
す
る
時
又
は
適
格
分

簿
価
額
）
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る

割
型
分
割
の
直
前
の
帳
簿
価
額
）
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に

年
数
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
年
数
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

２

省

略

２

同

上

３

法
人
が
、
適
格
組
織
再
編
成
に
よ
り
被
合
併
法
人
等
か
ら
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

３

法
人
が
、
適
格
組
織
再
編
成
に
よ
り
被
合
併
法
人
等
か
ら
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

資
産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を

資
産
の
移
転
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
と
き
は
、
当
該
資
産
の
法
人
税
法
施
行
令
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
若

受
け
る
と
き
は
、
当
該
資
産
の
法
人
税
法
施
行
令
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
若

し
く
は
第
三
号
ハ
又
は
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
若
し
く
は
第
三
号
イ
⑵

し
く
は
第
三
号
ハ
又
は
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
若
し
く
は
第
三
号
イ
⑵

若
し
く
は
第
五
項
第
一
号
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
の
方
法
）
に
規
定
す
る
取
得
価
額

若
し
く
は
第
五
項
第
一
号
（
減
価
償
却
資
産
の
償
却
の
方
法
）
に
規
定
す
る
取
得
価
額

に
は
、
当
該
被
合
併
法
人
等
が
し
た
償
却
の
額
（
当
該
資
産
に
つ
き
同
令
第
四
十
八
条

に
は
、
当
該
被
合
併
法
人
等
が
し
た
償
却
の
額
（
当
該
資
産
に
つ
き
同
令
第
四
十
八
条

第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
換
え
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
帳
簿
価
額
が

第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
換
え
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
帳
簿
価
額
が

減
額
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
価
額
が
減
額
さ
れ
た
金
額
を
含
む
。
）
で
当
該
被

減
額
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
価
額
が
減
額
さ
れ
た
金
額
を
含
む
。
）
で
当
該
被

合
併
法
人
等
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額

合
併
法
人
等
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額

（
当
該
資
産
が
同
令
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
各
号
（
適
格
分
社
型
分
割
等
が
あ
つ
た

を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

場
合
の
減
価
償
却
資
産
の
償
却
の
方
法
）
に
掲
げ
る
減
価
償
却
資
産
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
資
産
に
つ
き
当
該
各
号
に
定
め
る
償
却
の
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
償
却

の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

４
・
５

省

略

４
・
５

同

上

附

則
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１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規

定
及
び
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（

令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は

、
法
人
の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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